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惣月行事記録抜書から見る近世

熊本城下の盆後踊

湯川 洋史

はじめに

盆後踊は近世熊本城下において旧暦 月

の盆後、 ・ の両日を中心に、惣町 懸

中職人町を除く 懸によっておこなわれ

ていたイベントである 。その名称のみから

判断すると、県下で現在もおこなわれる盆

踊と同一のものと思われるかもしれない。

だが、本稿で明らかにするように、盆後踊は

歌舞伎や狂言の段物の踊りや作り物、道楽

など多様な出し物で構成されていた。さら

に藤崎宮、祇園社の祭礼に次ぐ熊本城下の

年中行事として 、「「押ヘ一人・太鼓二人・

笛弐管・鼓弐挺・三味線弐挺・別当・丁頭・

踊子・警固共ニ三四拾人位」と約 ～ 人

ほどの集団を編成して、囃手と踊り子には

懸りごとに別当・丁頭がつき添い、これに警

固をする者も加わって、町全体では ～

人」 が参加する盛大なものであり、祇

園社や藤崎宮を踊り場とし、御花畑館踊入

や追廻馬場踊入のほか、奉行衆宅や別当宅

へも踊入をした「領主側と城下町との関係

をつなぐ重要な行事」 だった。また、その

目的も御上奉祝と町中の賑わい創出のため

だったというから 、県下で個別におこなわ

れる盆踊とはその目的も形態もまったく異

なるものだったと言える。

熊本城下における盆後踊については、す

でに松崎範子 や本田秀人 による研究があ

る。松崎は近世熊本城下町における財政シ

ステムについて検討し、その中で盆後踊と

その運営資金となる踊銀について言及して

いる。盆後踊が主題ではないものの熊本城

下町では惣町、懸、丁という内部編成に対応

する重層的な財政システムが形成されてい

たこと、盆後踊が城下町全体で活動するた

めの惣町入用で運営されていたことを明ら

かにした 。

地子が免除されている熊本城下町経営に

おいて町人の集住と町家繁栄は重要で、領

主には興隆政策が求められた。本田は、盆後

踊が賑わい創出のための興隆政策のひとつ

であり、御上奉祝を目的とした近世熊本城

下における重要な年中行事であることを指

摘している。また、盆後踊の変化について踊

数の変化などはあったものの惣町体制によ

る運営は変わらずに続けられたことも明ら

かにしている 。

この両者の研究により、盆後踊の町行政

上における位置づけや機能、運営方法が明

らかとなった。一方で、松崎も本田も町運営

から見た盆後踊について論述しているため、

出し物としての盆後踊については等閑視さ

れている。この点、松原武実が熊本町の盆後

踊には「豪華な作り物や芝居風もあったは

ずだが、具体的な内容を考察する研究は見

当たらない」 というように、盆後踊という

出し物の内容そのものについてはこれまで

検討されてこなかった。

本稿はこの松原の指摘を受け、盆後踊の

出し物について考察するものである。それ

は盆後踊が同時期に県下でおこなわれてい

た通し物の定型だった可能性があると考え

るからである。例えば菊池の隈府町では

月 日から 日にかけておこなわれた御松

囃子能に付随して、浄瑠璃や狂言、踊り、作

り物などが出た 。こうした出し物を決める
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際に、熊本城下の一大イベントである盆後

踊が参考にされたのではないだろうか。こ

の考えは現状推論の域を出ないが、そうい

う視点で近世期における県下の通し物につ

いて考えるためにも、まずは盆後踊の出し

物を把握することが必要と考え、本稿を執

筆した。

次に参照する史料について述べる。中心

となる史料は松崎、本田も利用した『惣月行

事記録抜書』 （以下、「抜書」）である。「抜

書」は「貞享元年（一六八四）から弘化二年

（一八四五）まで書き継がれた「熊本市惣月

行事覚書帳」（現存せず）一〇六冊から市政

の要用に照すべき事項を採り、年中格式は

その初出を採り、改革された事項は改革の

始終を記録し、また後年参考とすべき事項

は旧例検索の便を図って細目をかゝげ、二

五冊の抜書に抄録したもの」 で、中山清左

衛門が作成した。中山が作成した大造の記

録は嘉永 年 町奉行所に提出された

が今日には伝わっていない。「抜書」はこの

提出したものの下書である 。現在把握して

いる限りでは、盆後踊の史料的な初出は貞

享元年の「抜書」記事で、もっとも新しいも

のは弘化 年（ ）の「市中風俗取締り

方報告書」 である。「抜書」はほぼこの期

間をカバーする史料と言える。だが、上記の

ように「抜書」はあくまでも抜書のため、資

料的な制限が当然あり、「抜書」から盆後踊

の内容を十全に把握することは不可能であ

る。この点を補うため、同時期の町側の史料

である『川尻町史』所収の「盆後踊覚帳」

などを適宜参照しながら論を進めていきた

いと考える。

盆後踊には何が出たか？

「抜書」中の盆後踊関連の記事は貞享元年

から弘化 年まで、「抜書」所収年代の大半

に盆後踊関連の記事が出る。その大半が盆

後踊に出る踊りの数を指示するものだが、

一部には盆後踊の内容について考える上で

有益な記事も含まれている。

以下、それらの記事を見ながら盆後踊に

どのような出し物があったかを見る。

（１） 踊り

盆後踊の踊りの内容が分かる記事は、享

保 年（ ）の「盆踊ママ近年段々りつぱ

に相成り作り物なと拵え狂言等敷仕組ニて

費ケ間敷様子相聞、向後随分軽ク仕可申段

御達有之御制度之ヶ条書等委細記有之候」

がもっとも早い。その後、寛政 年（ ）

にも「段物之踊狂言」 、寛政 年（ ）

には「段物之踊洋〔浄カ〕留理之取組等堅不

仕小うたおどりに仕候様」 と出ている。ま

た、天保 年（ ）にも「年々歌舞伎体

之仕組」 と出ていることから、狂言、浄瑠

璃、歌舞伎の段物踊りがおこなわれていた

ものと考えられる。

「盆後踊覚帳」に寛政 年（ ）の踊

りの題と役割、道中役割名附控が出ている。

それによると、芸題は義経越腰状で、「奉祝

―御上踊、前踊―豊の秋、奴子踊、中踊―太

平治世筌、跡踊―鶴亀松竹舞 千秋万歳楽」

という構成になっている。役割に「浄瑠璃

―熊本新町、太八引がたり」 とあるから、

浄瑠璃の弾き語りがついた。この浄瑠璃弾

き語りを熊本新町の太八に頼んだことも分

かる。また踊太夫として、「竹宮豊吉、金次

郎」の名前が出る。同史料文政 年（ ）

の正中島受前時の経費書上に「一銭 百七

拾目 竹宮座 豊次」 と出るから、踊太夫

は町内の人間ではなく竹宮座 から招いて

いたと思われる。

寛政 年の役割には「義経―松平。静御

前―新吉。錦太郎―太吉。關女―貞平。泉三

郎―市三郎（十二才）後藤兵衛―松次。辨慶

―源十。スルガノ次郎―仁吉（八才）。源八

兵衛―亀八。〆て九人」 とある。市三郎、

仁吉の年齢は引用文中にすでに出ているが、

同年道中役割名附控に上がる踊子の項を見

ると、「踊子 源十郎（六才）。仁吉（八才）。

松平（九才）。太吉（十才）。亀八（八才）。

貞平（十一才）。新吉（九才）。市三郎（十二

才）。松次（十二才）〆九人」 と子どもが

踊り子を務めていたことが分かる。このこ

とから熊本城下の盆後踊の踊り子も子ども

の可能性が考えられるが、それを示すよう

な事柄は「抜書」中からは見出すことは出来

ない。

ただ、『肥後中村恕斎日録』 弘化 年

（ ） 月 日記事に盆後踊のことが出

ており、そこに「踊り子共江ハ菓子箱壱ツ完

米や町園田屋ニて三匁完、他所にてハ冷水

を出し申候由なれとも、幼少之者なれハ葛

湯が可宜」 という記述や「踊り子ハ新町ハ

男一人女三人、古町ハ三人共ニ女子ニて有

之候由」 という記述があるから、踊り子が

幼少の者であり、男児と女児が参加してい

たことが分かる。さらに、弘化 年（ ）

の「市中風俗取締り方報告書」に「踊を教候

芸者江者自身之子ニ能教呉候様ニと酒肴之

馳走者不及申、我勝ニ過分之会釈銭なと遣」

とあり、踊りを指導する芸者に対して踊り

子の親がご馳走や過分な礼金を払うことを

禁じている。

これらを踏まえると、川尻と同じく熊本

城下の盆後踊においても、子どもが踊り子

を務めたのは確実と思われる。ただ、享保

年（ ） 月の記事には「踊男ハ布木綿、

羽折ハ日野・加賀ニ限可申、女形ハ日野・加

賀之類と有之候」と女形の記述が見えるし、

先に見た「盆後踊覚帳」記載の川尻の踊り子

はすべて男児と思われるので、熊本城下で

はある時期より女児の参加が見られるよう

になったと現状では考えたい。

また、『肥後中村恕斎日録』には亭主方と

して下津殿家来の「狂言師太夫 儀平」 の

名前が見えるから、「市中風俗取締り方報告

書」の内容と併せて、川尻同様に踊りを仕切

る太夫の居たことが知れる。

（２） 作り物

上記のような踊りのほかに作り物も出た。

初出は踊りと同じく享保 年記事で「作り

物なと拵え」 とある。その後文化 年

（ ）にも「尤近年安駄ニ種々作り物いた

し結構成きれを用包ミ華美にいたし不都合

ニ候、向後弥以右体之儀堅停止、有合之毛氈

等相用候儀ハ不苦候」との禁制が出ている。

「抜書」では、以上 つの記事しか作り

物に言及したものを見ることは出来ない。

また、文化 年の禁制は作り物に対してで

はなく、それを据え置く安駄を高価な布で

飾りつけるものを禁じたものと思われる。

「抜書」に出てくる記事には通常許されて

いるものは、その性格上出難いから、盆後踊

に作り物が出ることそれ自体は問題視され

ていなかったとも考えられる。

上記 つの記事から言えることは以下の

つである。ひとつは盆後踊に「作り物」が

出し物として出ていたこと、つ目はこの作

り物は移動する、つまりは町を練り歩く類

のものであった可能性が高いということで
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際に、熊本城下の一大イベントである盆後

踊が参考にされたのではないだろうか。こ

の考えは現状推論の域を出ないが、そうい

う視点で近世期における県下の通し物につ

いて考えるためにも、まずは盆後踊の出し

物を把握することが必要と考え、本稿を執

筆した。

次に参照する史料について述べる。中心

となる史料は松崎、本田も利用した『惣月行

事記録抜書』 （以下、「抜書」）である。「抜

書」は「貞享元年（一六八四）から弘化二年

（一八四五）まで書き継がれた「熊本市惣月

行事覚書帳」（現存せず）一〇六冊から市政

の要用に照すべき事項を採り、年中格式は

その初出を採り、改革された事項は改革の

始終を記録し、また後年参考とすべき事項

は旧例検索の便を図って細目をかゝげ、二

五冊の抜書に抄録したもの」 で、中山清左

衛門が作成した。中山が作成した大造の記

録は嘉永 年 町奉行所に提出された

が今日には伝わっていない。「抜書」はこの

提出したものの下書である 。現在把握して

いる限りでは、盆後踊の史料的な初出は貞

享元年の「抜書」記事で、もっとも新しいも

のは弘化 年（ ）の「市中風俗取締り

方報告書」 である。「抜書」はほぼこの期

間をカバーする史料と言える。だが、上記の

ように「抜書」はあくまでも抜書のため、資

料的な制限が当然あり、「抜書」から盆後踊

の内容を十全に把握することは不可能であ

る。この点を補うため、同時期の町側の史料

である『川尻町史』所収の「盆後踊覚帳」

などを適宜参照しながら論を進めていきた

いと考える。

盆後踊には何が出たか？

「抜書」中の盆後踊関連の記事は貞享元年

から弘化 年まで、「抜書」所収年代の大半

に盆後踊関連の記事が出る。その大半が盆

後踊に出る踊りの数を指示するものだが、

一部には盆後踊の内容について考える上で

有益な記事も含まれている。

以下、それらの記事を見ながら盆後踊に

どのような出し物があったかを見る。

（１） 踊り

盆後踊の踊りの内容が分かる記事は、享

保 年（ ）の「盆踊ママ近年段々りつぱ

に相成り作り物なと拵え狂言等敷仕組ニて

費ケ間敷様子相聞、向後随分軽ク仕可申段

御達有之御制度之ヶ条書等委細記有之候」

がもっとも早い。その後、寛政 年（ ）

にも「段物之踊狂言」 、寛政 年（ ）

には「段物之踊洋〔浄カ〕留理之取組等堅不

仕小うたおどりに仕候様」 と出ている。ま

た、天保 年（ ）にも「年々歌舞伎体

之仕組」 と出ていることから、狂言、浄瑠

璃、歌舞伎の段物踊りがおこなわれていた

ものと考えられる。

「盆後踊覚帳」に寛政 年（ ）の踊

りの題と役割、道中役割名附控が出ている。

それによると、芸題は義経越腰状で、「奉祝

―御上踊、前踊―豊の秋、奴子踊、中踊―太

平治世筌、跡踊―鶴亀松竹舞 千秋万歳楽」

という構成になっている。役割に「浄瑠璃

―熊本新町、太八引がたり」 とあるから、

浄瑠璃の弾き語りがついた。この浄瑠璃弾

き語りを熊本新町の太八に頼んだことも分

かる。また踊太夫として、「竹宮豊吉、金次

郎」の名前が出る。同史料文政 年（ ）

の正中島受前時の経費書上に「一銭 百七

拾目 竹宮座 豊次」 と出るから、踊太夫

は町内の人間ではなく竹宮座 から招いて

いたと思われる。

寛政 年の役割には「義経―松平。静御

前―新吉。錦太郎―太吉。關女―貞平。泉三

郎―市三郎（十二才）後藤兵衛―松次。辨慶

―源十。スルガノ次郎―仁吉（八才）。源八

兵衛―亀八。〆て九人」 とある。市三郎、

仁吉の年齢は引用文中にすでに出ているが、

同年道中役割名附控に上がる踊子の項を見

ると、「踊子 源十郎（六才）。仁吉（八才）。

松平（九才）。太吉（十才）。亀八（八才）。

貞平（十一才）。新吉（九才）。市三郎（十二

才）。松次（十二才）〆九人」 と子どもが

踊り子を務めていたことが分かる。このこ

とから熊本城下の盆後踊の踊り子も子ども

の可能性が考えられるが、それを示すよう

な事柄は「抜書」中からは見出すことは出来

ない。

ただ、『肥後中村恕斎日録』 弘化 年

（ ） 月 日記事に盆後踊のことが出

ており、そこに「踊り子共江ハ菓子箱壱ツ完

米や町園田屋ニて三匁完、他所にてハ冷水

を出し申候由なれとも、幼少之者なれハ葛

湯が可宜」 という記述や「踊り子ハ新町ハ

男一人女三人、古町ハ三人共ニ女子ニて有

之候由」 という記述があるから、踊り子が

幼少の者であり、男児と女児が参加してい

たことが分かる。さらに、弘化 年（ ）

の「市中風俗取締り方報告書」に「踊を教候

芸者江者自身之子ニ能教呉候様ニと酒肴之

馳走者不及申、我勝ニ過分之会釈銭なと遣」

とあり、踊りを指導する芸者に対して踊り

子の親がご馳走や過分な礼金を払うことを

禁じている。

これらを踏まえると、川尻と同じく熊本

城下の盆後踊においても、子どもが踊り子

を務めたのは確実と思われる。ただ、享保

年（ ） 月の記事には「踊男ハ布木綿、

羽折ハ日野・加賀ニ限可申、女形ハ日野・加

賀之類と有之候」と女形の記述が見えるし、

先に見た「盆後踊覚帳」記載の川尻の踊り子

はすべて男児と思われるので、熊本城下で

はある時期より女児の参加が見られるよう

になったと現状では考えたい。

また、『肥後中村恕斎日録』には亭主方と

して下津殿家来の「狂言師太夫 儀平」 の

名前が見えるから、「市中風俗取締り方報告

書」の内容と併せて、川尻同様に踊りを仕切

る太夫の居たことが知れる。

（２） 作り物

上記のような踊りのほかに作り物も出た。

初出は踊りと同じく享保 年記事で「作り

物なと拵え」 とある。その後文化 年

（ ）にも「尤近年安駄ニ種々作り物いた

し結構成きれを用包ミ華美にいたし不都合

ニ候、向後弥以右体之儀堅停止、有合之毛氈

等相用候儀ハ不苦候」との禁制が出ている。

「抜書」では、以上 つの記事しか作り

物に言及したものを見ることは出来ない。

また、文化 年の禁制は作り物に対してで

はなく、それを据え置く安駄を高価な布で

飾りつけるものを禁じたものと思われる。

「抜書」に出てくる記事には通常許されて

いるものは、その性格上出難いから、盆後踊

に作り物が出ることそれ自体は問題視され

ていなかったとも考えられる。

上記 つの記事から言えることは以下の

つである。ひとつは盆後踊に「作り物」が

出し物として出ていたこと、つ目はこの作

り物は移動する、つまりは町を練り歩く類

のものであった可能性が高いということで
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ある。なぜなら文化 年記事では安駄に作

り物が作られていたとある。安駄は板敷の

駕籠のようなものであり、その上に作り物

を作るということは移動することを前提に

していたものと考えられるからである。そ

して、禁じられている安駄への華美な飾り

つけは、その安駄も風流のひとつとしての

出し物であったことを示していると考えら

れる。

（３） 地謡

こうした作り物、段物の踊りのほかに、宝

暦 年（ ）に「子供地謡等ニ罷出候節」

、同 年（ ）に「地謡幷踊子共」 と

あるから地謡が出ていたことが分かる。こ

の地謡は子どもが演じた場合もあったよう

である。そのため、宝暦 年（ ）記事

中の「鳴物及び子供駕ニ乗せ候儀ハ有物を

以之儀、勝手次第」 や安永 年（ ）の

「子供・幼少之者迄ニて肩ニ乗せ廻り候」

とあるのは、地謡もしくは踊りに参加する

子どもも町を練り歩く行列に含まれていた

ことを示すものと考えられる。

一方で「子供地謡」と「地謡」という つ

の表記が存在することは、子どもが出るも

のと大人が出るものの 種が存在した可能

性も示しているため、現時点ではどちらか

決し難い。

（４） 道楽

以上のような踊り・作り物・地謡のほかに

道楽も出た。道楽は天明 年 の記事

が初出で、「当年柄ニ付、盆後踊之儀被差止

被申候奉願候処、御付札を以願之通被差止

段被仰候へども、先規より相止申候年柄も

無之、後年之見合も如何敷、御町中為賑合、

道楽迄ヲ御免被仰付被下候様、委細願書之

控有之候 御付紙 此儀可為勝手次第段被

仰付候事」 とある。盆後踊を差し止めるよ

うに言われたが、これまで止めることなく

続けてきたため、道楽までを許してほしい

という内容である。

この道楽はどのようなものであったか。

寛政 年 に「道楽鳴物之内とら・た

いこハ差止候様」 とあり、銅鑼・太鼓が出

ていたこと、また享和 年 に「盆後

踊ニ道楽鉦を打候儀」 とあることから、鉦

も出ていたことが分かる。

熊本城下の盆後踊の道楽について、その

内容を「抜書」から推察するのはこれ以上難

しいが、「盆後踊覚帳」の文化 年

の記事は参考になる。この年受け前の岡町

が難渋のため、正中島町が道楽のみの盆後

踊を引き受けた。この道中行列の書上には、

町印、踊り子、見締、若者、中老、鼓、笛、

笛世話、見締、笛世話人、太鼓、太鼓世話人、

惣見締、組頭、丁頭、横目、後見が出て、総

人数は 人だったと記されている 。また、

「一町之役者八人、鉦打飛之者拾人」 とあ

るから、鉦も入っていたことが分かる。

川尻町の盆後踊は城下に倣ったものだっ

たと考えるので、城下での道楽もこれに近

しい形だったと思われ、「抜書」の享保 年

（ ）には「一繁 押へ一人・太鼓二人・

笛二管・鼓二挺・三味線二挺・別当・丁頭・

踊子・警固共二三四拾人位」 とあることか

ら、道楽に銅鑼・太鼓・鉦のほか、笛と鼓が

入っていたと考えても問題はないと思われ

る。

また、「盆後踊覚帳」を見ると、どらには

「大どら」と「長どら」の２種があったこと

が知れ、嘉永 年（ ） 月の書き上げに

「長どら（ケヤキ）」、「長どら（トチ）」とあ

ることから木製であったと分かる。更に「但

とちと云ふ木雨ふりには皮ゆるむ」との記

述があり、長どらには皮が張られていたこ

とが分かる 。ケヤキ製の長どらはそのサイ

ズが「四尺四寸 長七尺四寸」 もあり、当

館所蔵の雨乞い大太鼓 よりも大型のもの

だった。この点を踏まえると、銅鑼は胴長の

大太鼓だった可能性があり、盆後踊の太鼓

の一部は雨乞大太鼓と同様かそれ以上に大

きな太鼓だった。

以上のように道楽の曲目は不明だが、銅

鑼・太鼓・鉦・鼓・笛による鳴物がおこなわ

れていたと思われる。一方、先述した享保

年の記事には三味線とあるが、史料からは

道楽に三味線が出たことを推察させるもの

はない。だから道楽に三味線は含まれず、あ

くまでも踊りの際の楽として存在したと現

時点では考える。

行列と出し

（ ） 行列

章で見たように、熊本城下でおこなわれ

た盆後踊は つの出し物によって構成され

ていた。ただこうした出し物のほかに、行列

における華美な衣装を着た踊り子たちや駕

籠、太鼓などの諸道具の飾りつけも見世物

のひとつであったようである。

すでに見た文化 年の記事には安駄を

飾りつけることを禁じる以外に、「うちわに

種々物数寄いたしおきあけ之細工等相用失

費之事ニ候、以来弥以紙張之外切れ類等相

用候儀一切難叶候」 とある。これにより踊

り子たちが置き上げ細工などをした物数寄

な団扇を持っていたことが分かる。ここで

いう「おきあけ之細工」は、同記事中で、紙

を張ること、布を用いることを禁じている

から、紙や布、綿などを用いた押絵細工だっ

たと思われる。また、同年の記事に「踊仕出

候家々にては是迄当日の前夕駕飾と唱へ衣

裳其外の手道具等花美の品々飾置候由無謂

事に付然と相止可申事」 と出ているから、

華美な衣装だけでなく手回りの品や駕籠を

はじめ、太鼓や鉦などに人目を惹く飾りつ

けをし、行列に参加していたことが知れる

のである。

鉦・太鼓は、「市中風俗取締り方報告書」

に「鉦・太鼓者胴撥共蠟色塗ニ金銀を以蒔絵

等仕、皮茂同様金銀之蒔絵等甚タ華美を尽

候拵茂有之候」 とあり、金銀蒔絵が施され

た豪華なものだったことが分かる。この太

鼓はすでに見たように大型の長胴太鼓もあ

ったと考えられるから、かなり見栄えのす

るものだったはずである。

同史料には「踊仕出之前晩歟ニ駕飾・鉦飾

と唱申候而、踊子之宅々江当日相用候衣類、

諸道具・駕籠等を奇麗ニ飾立、鉦・太鼓者

町々所持之分を町毎ニ飾置候付而ハ、見物

人群を成候」 とあり、盆後踊前夜から踊り

子の衣服、諸道具、駕籠、鉦・太鼓などを踊

り子の家々の前で披露し、見物人が殺到し

たことが分かる。こうした人の目を惹く趣

向は、当然盆後踊当日も注目されたものと

考えられ、行列はほかの出し物と同様に見

物のひとつだったと言えるだろう。

（ ） 出し

以上のような出し物以外に、不確定なが

ら「出し」が出ていた可能性がある。そう思

わせる記事が つある。それは、正徳 年

（ ）の「七月盆踊御町中催合一踊仕出申

候 但、出しの銘惣町中といたし候、委細記
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ある。なぜなら文化 年記事では安駄に作

り物が作られていたとある。安駄は板敷の

駕籠のようなものであり、その上に作り物

を作るということは移動することを前提に

していたものと考えられるからである。そ

して、禁じられている安駄への華美な飾り

つけは、その安駄も風流のひとつとしての

出し物であったことを示していると考えら

れる。

（３） 地謡

こうした作り物、段物の踊りのほかに、宝

暦 年（ ）に「子供地謡等ニ罷出候節」

、同 年（ ）に「地謡幷踊子共」 と

あるから地謡が出ていたことが分かる。こ

の地謡は子どもが演じた場合もあったよう

である。そのため、宝暦 年（ ）記事

中の「鳴物及び子供駕ニ乗せ候儀ハ有物を

以之儀、勝手次第」 や安永 年（ ）の

「子供・幼少之者迄ニて肩ニ乗せ廻り候」

とあるのは、地謡もしくは踊りに参加する

子どもも町を練り歩く行列に含まれていた

ことを示すものと考えられる。

一方で「子供地謡」と「地謡」という つ

の表記が存在することは、子どもが出るも

のと大人が出るものの 種が存在した可能

性も示しているため、現時点ではどちらか

決し難い。

（４） 道楽

以上のような踊り・作り物・地謡のほかに

道楽も出た。道楽は天明 年 の記事

が初出で、「当年柄ニ付、盆後踊之儀被差止

被申候奉願候処、御付札を以願之通被差止

段被仰候へども、先規より相止申候年柄も

無之、後年之見合も如何敷、御町中為賑合、

道楽迄ヲ御免被仰付被下候様、委細願書之

控有之候 御付紙 此儀可為勝手次第段被

仰付候事」 とある。盆後踊を差し止めるよ

うに言われたが、これまで止めることなく

続けてきたため、道楽までを許してほしい

という内容である。

この道楽はどのようなものであったか。

寛政 年 に「道楽鳴物之内とら・た

いこハ差止候様」 とあり、銅鑼・太鼓が出

ていたこと、また享和 年 に「盆後

踊ニ道楽鉦を打候儀」 とあることから、鉦

も出ていたことが分かる。

熊本城下の盆後踊の道楽について、その

内容を「抜書」から推察するのはこれ以上難

しいが、「盆後踊覚帳」の文化 年

の記事は参考になる。この年受け前の岡町

が難渋のため、正中島町が道楽のみの盆後

踊を引き受けた。この道中行列の書上には、

町印、踊り子、見締、若者、中老、鼓、笛、

笛世話、見締、笛世話人、太鼓、太鼓世話人、

惣見締、組頭、丁頭、横目、後見が出て、総

人数は 人だったと記されている 。また、

「一町之役者八人、鉦打飛之者拾人」 とあ

るから、鉦も入っていたことが分かる。

川尻町の盆後踊は城下に倣ったものだっ

たと考えるので、城下での道楽もこれに近

しい形だったと思われ、「抜書」の享保 年

（ ）には「一繁 押へ一人・太鼓二人・

笛二管・鼓二挺・三味線二挺・別当・丁頭・

踊子・警固共二三四拾人位」 とあることか

ら、道楽に銅鑼・太鼓・鉦のほか、笛と鼓が

入っていたと考えても問題はないと思われ

る。

また、「盆後踊覚帳」を見ると、どらには

「大どら」と「長どら」の２種があったこと

が知れ、嘉永 年（ ） 月の書き上げに

「長どら（ケヤキ）」、「長どら（トチ）」とあ

ることから木製であったと分かる。更に「但

とちと云ふ木雨ふりには皮ゆるむ」との記

述があり、長どらには皮が張られていたこ

とが分かる 。ケヤキ製の長どらはそのサイ

ズが「四尺四寸 長七尺四寸」 もあり、当

館所蔵の雨乞い大太鼓 よりも大型のもの

だった。この点を踏まえると、銅鑼は胴長の

大太鼓だった可能性があり、盆後踊の太鼓

の一部は雨乞大太鼓と同様かそれ以上に大

きな太鼓だった。

以上のように道楽の曲目は不明だが、銅

鑼・太鼓・鉦・鼓・笛による鳴物がおこなわ

れていたと思われる。一方、先述した享保

年の記事には三味線とあるが、史料からは

道楽に三味線が出たことを推察させるもの

はない。だから道楽に三味線は含まれず、あ

くまでも踊りの際の楽として存在したと現

時点では考える。

行列と出し

（ ） 行列

章で見たように、熊本城下でおこなわれ

た盆後踊は つの出し物によって構成され

ていた。ただこうした出し物のほかに、行列

における華美な衣装を着た踊り子たちや駕

籠、太鼓などの諸道具の飾りつけも見世物

のひとつであったようである。

すでに見た文化 年の記事には安駄を

飾りつけることを禁じる以外に、「うちわに

種々物数寄いたしおきあけ之細工等相用失

費之事ニ候、以来弥以紙張之外切れ類等相

用候儀一切難叶候」 とある。これにより踊

り子たちが置き上げ細工などをした物数寄

な団扇を持っていたことが分かる。ここで

いう「おきあけ之細工」は、同記事中で、紙

を張ること、布を用いることを禁じている

から、紙や布、綿などを用いた押絵細工だっ

たと思われる。また、同年の記事に「踊仕出

候家々にては是迄当日の前夕駕飾と唱へ衣

裳其外の手道具等花美の品々飾置候由無謂

事に付然と相止可申事」 と出ているから、

華美な衣装だけでなく手回りの品や駕籠を

はじめ、太鼓や鉦などに人目を惹く飾りつ

けをし、行列に参加していたことが知れる

のである。

鉦・太鼓は、「市中風俗取締り方報告書」

に「鉦・太鼓者胴撥共蠟色塗ニ金銀を以蒔絵

等仕、皮茂同様金銀之蒔絵等甚タ華美を尽

候拵茂有之候」 とあり、金銀蒔絵が施され

た豪華なものだったことが分かる。この太

鼓はすでに見たように大型の長胴太鼓もあ

ったと考えられるから、かなり見栄えのす

るものだったはずである。

同史料には「踊仕出之前晩歟ニ駕飾・鉦飾

と唱申候而、踊子之宅々江当日相用候衣類、

諸道具・駕籠等を奇麗ニ飾立、鉦・太鼓者

町々所持之分を町毎ニ飾置候付而ハ、見物

人群を成候」 とあり、盆後踊前夜から踊り

子の衣服、諸道具、駕籠、鉦・太鼓などを踊

り子の家々の前で披露し、見物人が殺到し

たことが分かる。こうした人の目を惹く趣

向は、当然盆後踊当日も注目されたものと

考えられ、行列はほかの出し物と同様に見

物のひとつだったと言えるだろう。

（ ） 出し

以上のような出し物以外に、不確定なが

ら「出し」が出ていた可能性がある。そう思

わせる記事が つある。それは、正徳 年

（ ）の「七月盆踊御町中催合一踊仕出申

候 但、出しの銘惣町中といたし候、委細記
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有之候」という記事と宝暦 年 月 日

の「一、出し持もゝ引致着候事」 と出し持

ちの服装について記した記事である。この

「出し」がどのようなものであるか、現状で

は確定しがたい。だが、以下 つの可能性

があると考える。

ひとつは踊り屋台である。盆後踊には段

物の踊りが出ていることから、それを演じ

る場としての屋台を想定している。だが、こ

れを決定づけるような史料はない。つ目は

作り物を据えて移動するための屋台である。

出し持ちとあるから、輿のようなもので移

動させたのかと思われる。先に述べた安駄

以前の形として、そのようなものがあり、

「出し」と呼んだのではないかと考えるが、

これも史料的な裏付けはない。つ目は町印

である。町印については「盆後踊覚帳」の中

に出てくる 。これを「出し」と呼んだので

はないかと考える。町印については「抜書」

の中には見られないが、町ごとに出したの

であれば、どの町の出し物かを示すための

町印はあったものと考えられるため、この

説が最も穏当かと考える。

熊本城下のものではないが、町側の記録

である「盆後踊覚帳」の道中役割附に「出し」

が出ていないことから、踊屋台、作り物屋台

の線は薄いと考えている。もし出ているな

らば、その役が出てこないことはないと思

われるからである。

また、文化 年記事には「踊〔路カ〕楽

一門衆・御家老衆門前通候節、前廉ニ屋敷え

答やしきやしき手前より行規ニ楽をいたし

通り可申候事」 と「踊子ハ路楽之跡歟前え

混雑不致様ニ通し候様踊子見可申との事候

ハバ、駕よりおろし物見下タニ行規ニ並せ、

尤床机ハいた用意可然候」とあり、一門衆・

御家老衆の門前近くになれば楽を奏して行

列の来たことを知らせ、踊りを見ると言わ

れれば駕籠から降りて披露すること、その

際の椅子や机は町側で用意しておくことと

ある。

このことから踊り子の移動はあくまで駕

籠で、踊りを見たいと言われれば即席でそ

の場を用意していたことが分かる。踊り屋

台があるならば、踊り子はその上に乗り移

動してもよいし、曳き入れるなど屋台を想

像させるような文言があってもよさそうな

ものである。

また、正徳 年 の「盆踊ならし場」

や宝暦 年 の「古町中ハ祇園社其外

ハ藤崎ニて踊可申候」というように踊りの

場が用意されていることも屋台のなかった

ことを想像させる。さらに「盆後踊覚帳」に

小屋掛入目造用銭として、 匁 厘 と出

ているから、移動舞台ではなく仮舞台を作

っていたことが知れる。また、「抜書」元文

年（ ）に「一、此時分盆踊御奉行衆宅

ニて踊り申候ニ付、御町中割賦ニて置座八

脚、簾四間、幕拾四張・薄縁百枚、右御両所

ニ差出候」 とあり、奉行衆宅などの踊り場

以外での踊り披露に際しては薄縁等を敷き

簡易の場を設けて披露したことが想像され

る。

おわりに

ここまで粗々ではあるが、「抜書」中の記

事などを参考に、熊本城下の盆後踊の出し

物について見た。それをまとめると次のよ

うになる。

近世熊本城下の盆後踊の出し物は、歌舞

伎や狂言といった段物の踊り、作り物、地

謡、道楽で構成されている。この出し物は行

列を組み、町を練り歩いた。そして、その行

列は踊り子の装いをはじめ駕籠などの諸道

具、太鼓、鉦といった鳴物に至るまで華美な

飾りつけをし、人目を惹く出し物としての

性格も有していた。

本稿の冒頭で示したように、これまで明

らかにされていなかった盆後踊の出し物に

ついてある程度明らかにできたことで、本

稿の目的は達しえたと思う。だが、一方でい

くつかの課題を残している。最後にその課

題のいくつかに触れて、本稿を終わりたい

と考える。

まず、本稿のはじめに、で触れた県内通し

物の定型としての盆後踊についてである。

隈府の通し物や高森の風鎮祭など、県内に

見られる通し物の定型として盆後踊が存在

したのではないかという仮説に対する回答

を本稿で考えることは出来なかった。次に

掲げる「出し」の問題とともに、今後考えて

いくべき課題としたい。

次に「出し」についてである。本稿では踊

り屋台、作り物屋台、町印という つの案

を出し、現時点では町印がもっとも穏当だ

ろうと述べた。だが、同時代の隈府のことを

書き記した「嶋屋日記」 を見ると、盆に通

し物が出て、そこに狂言などを披露する踊

り山が出ていることが確認できる 。そのた

め、この「出し」の問題は今後も考えていく

べき課題のひとつと思われる。

また、明治になってはじまる熊本招魂祭

と盆後踊に連続性を見る向きがある 。形と

してはどちらも御上主催のイベントとして

見ることも出来るが、内容に注目して見る

とそこには違いがある。招魂祭は慰霊を基

本田秀人 「第四章 奉祝盆後踊と鉦株」『近世

都市熊本の社会』

本とするが、盆後踊には慰霊という観念は

見られない。こうした基本とする観念の違

いは、そこに出る出し物の違いからも言え

ると思うが、これについてはまた別に稿を

改めたいと考える。

「市中風俗取締り方報告書」を見ると、踊

り子の家では身代が傾くほどの費用がかか

ったことや、踊りの練習を か月も前から

はじめるなど、盆後踊への城下の人々の力

の入れようを知ることが出来る 。だが、明

治以後、旧熊本城下では盆後踊についての

情報が途絶え、継続されたのかどうかも分

からなくなる。近世熊本城下の一大年中行

事だったはずの盆後踊が突如行方不明にな

るのはなぜか。そこに盆後踊の性格が最も

顕著に表れているのではないかと思うが、

現状それを知るのは中々難しい状況にある。

併せて、旧城下における盆踊の伝承につい

ても確認できず、これと盆後踊の関係につ

いても考える必要がありそうである。

ほかにも課題は浮かぶが、それを少しず

つでも改善できるよう調査・研究にまい進

したい。

《謝辞》

本稿執筆にあたって熊本大学名誉教授安田

宗生先生にご指導いただき、貴重なご意見を

賜った。末筆ではあるが、記して感謝申し上

げます。
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有之候」という記事と宝暦 年 月 日

の「一、出し持もゝ引致着候事」 と出し持

ちの服装について記した記事である。この

「出し」がどのようなものであるか、現状で

は確定しがたい。だが、以下 つの可能性

があると考える。

ひとつは踊り屋台である。盆後踊には段

物の踊りが出ていることから、それを演じ

る場としての屋台を想定している。だが、こ

れを決定づけるような史料はない。つ目は

作り物を据えて移動するための屋台である。

出し持ちとあるから、輿のようなもので移

動させたのかと思われる。先に述べた安駄

以前の形として、そのようなものがあり、

「出し」と呼んだのではないかと考えるが、

これも史料的な裏付けはない。つ目は町印

である。町印については「盆後踊覚帳」の中

に出てくる 。これを「出し」と呼んだので

はないかと考える。町印については「抜書」

の中には見られないが、町ごとに出したの

であれば、どの町の出し物かを示すための

町印はあったものと考えられるため、この

説が最も穏当かと考える。

熊本城下のものではないが、町側の記録

である「盆後踊覚帳」の道中役割附に「出し」

が出ていないことから、踊屋台、作り物屋台

の線は薄いと考えている。もし出ているな

らば、その役が出てこないことはないと思

われるからである。

また、文化 年記事には「踊〔路カ〕楽

一門衆・御家老衆門前通候節、前廉ニ屋敷え

答やしきやしき手前より行規ニ楽をいたし

通り可申候事」 と「踊子ハ路楽之跡歟前え

混雑不致様ニ通し候様踊子見可申との事候

ハバ、駕よりおろし物見下タニ行規ニ並せ、

尤床机ハいた用意可然候」とあり、一門衆・

御家老衆の門前近くになれば楽を奏して行

列の来たことを知らせ、踊りを見ると言わ

れれば駕籠から降りて披露すること、その

際の椅子や机は町側で用意しておくことと

ある。

このことから踊り子の移動はあくまで駕

籠で、踊りを見たいと言われれば即席でそ

の場を用意していたことが分かる。踊り屋

台があるならば、踊り子はその上に乗り移

動してもよいし、曳き入れるなど屋台を想

像させるような文言があってもよさそうな

ものである。

また、正徳 年 の「盆踊ならし場」

や宝暦 年 の「古町中ハ祇園社其外

ハ藤崎ニて踊可申候」というように踊りの

場が用意されていることも屋台のなかった

ことを想像させる。さらに「盆後踊覚帳」に

小屋掛入目造用銭として、 匁 厘 と出

ているから、移動舞台ではなく仮舞台を作

っていたことが知れる。また、「抜書」元文

年（ ）に「一、此時分盆踊御奉行衆宅

ニて踊り申候ニ付、御町中割賦ニて置座八

脚、簾四間、幕拾四張・薄縁百枚、右御両所

ニ差出候」 とあり、奉行衆宅などの踊り場

以外での踊り披露に際しては薄縁等を敷き

簡易の場を設けて披露したことが想像され

る。

おわりに

ここまで粗々ではあるが、「抜書」中の記

事などを参考に、熊本城下の盆後踊の出し

物について見た。それをまとめると次のよ

うになる。

近世熊本城下の盆後踊の出し物は、歌舞

伎や狂言といった段物の踊り、作り物、地

謡、道楽で構成されている。この出し物は行

列を組み、町を練り歩いた。そして、その行

列は踊り子の装いをはじめ駕籠などの諸道

具、太鼓、鉦といった鳴物に至るまで華美な

飾りつけをし、人目を惹く出し物としての

性格も有していた。

本稿の冒頭で示したように、これまで明

らかにされていなかった盆後踊の出し物に

ついてある程度明らかにできたことで、本

稿の目的は達しえたと思う。だが、一方でい

くつかの課題を残している。最後にその課

題のいくつかに触れて、本稿を終わりたい

と考える。

まず、本稿のはじめに、で触れた県内通し

物の定型としての盆後踊についてである。

隈府の通し物や高森の風鎮祭など、県内に

見られる通し物の定型として盆後踊が存在

したのではないかという仮説に対する回答

を本稿で考えることは出来なかった。次に

掲げる「出し」の問題とともに、今後考えて

いくべき課題としたい。

次に「出し」についてである。本稿では踊

り屋台、作り物屋台、町印という つの案

を出し、現時点では町印がもっとも穏当だ

ろうと述べた。だが、同時代の隈府のことを

書き記した「嶋屋日記」 を見ると、盆に通

し物が出て、そこに狂言などを披露する踊

り山が出ていることが確認できる 。そのた

め、この「出し」の問題は今後も考えていく

べき課題のひとつと思われる。

また、明治になってはじまる熊本招魂祭

と盆後踊に連続性を見る向きがある 。形と

してはどちらも御上主催のイベントとして

見ることも出来るが、内容に注目して見る

とそこには違いがある。招魂祭は慰霊を基

本田秀人 「第四章 奉祝盆後踊と鉦株」『近世

都市熊本の社会』

本とするが、盆後踊には慰霊という観念は

見られない。こうした基本とする観念の違

いは、そこに出る出し物の違いからも言え

ると思うが、これについてはまた別に稿を

改めたいと考える。

「市中風俗取締り方報告書」を見ると、踊

り子の家では身代が傾くほどの費用がかか

ったことや、踊りの練習を か月も前から

はじめるなど、盆後踊への城下の人々の力

の入れようを知ることが出来る 。だが、明

治以後、旧熊本城下では盆後踊についての

情報が途絶え、継続されたのかどうかも分

からなくなる。近世熊本城下の一大年中行

事だったはずの盆後踊が突如行方不明にな

るのはなぜか。そこに盆後踊の性格が最も

顕著に表れているのではないかと思うが、

現状それを知るのは中々難しい状況にある。

併せて、旧城下における盆踊の伝承につい

ても確認できず、これと盆後踊の関係につ

いても考える必要がありそうである。

ほかにも課題は浮かぶが、それを少しず

つでも改善できるよう調査・研究にまい進

したい。

《謝辞》

本稿執筆にあたって熊本大学名誉教授安田

宗生先生にご指導いただき、貴重なご意見を

賜った。末筆ではあるが、記して感謝申し上

げます。
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『熊本大学社会文化研究』

本田

松崎

本田

松崎

松崎範子 「第八章 財政システムと住民負

担」『近世城下町の運営と町人』

本田

本田秀人 「第四章 民間社会の張合風俗」『近

世都市熊本の法と社会』

松崎

本田

松原武実「第三章 植柳の盆踊り」『植柳の盆

踊』八代市伝統文化活性化協議会

「第 節 庶民の生活」『菊池市史 下巻』

‐

『熊本藩町政史料』 ～ 巻 細川藩政史研究

会 本稿に引用する際、異体字・旧字はすべて新

字に改めて引用した。

『熊本藩町政史料』

『熊本藩町政史料』

新熊本市史編纂委員会編『新熊本市史 史料編

第四巻 近世Ⅱ』 ‐

川尻町役場「第四章 川尻の盆後踊」『川尻町

史』 ‐

本稿に引用する際、異体字・旧字はすべて新字に

改めて引用した。

『熊本藩町政史料』

『熊本藩町政史料』

『熊本藩町政史料』 引用部〔 〕内は

執筆者による。

同掲書

『川尻町史』

同掲書

同掲書

同掲書

竹宮座については詳細不明だが、『新熊本市史

史料編 第五巻 近世Ⅲ』掲載の「七五八 竹宮

座若者共芸者札の願」がある。それを見る限り、

田迎手永竹宮村に本拠を持つ座だったようであ

る。

『川尻町史』

『川尻町史』

中村恕斎『肥後中村恕斎日録』 熊本出版文化

会館

同掲書

同掲書

『新熊本市史 史料編 第四巻 近世Ⅱ』

『熊本藩町政史料』

中村恕斎『肥後中村恕斎日録』 熊本出版文

化会館

『熊本藩町政史料』

『熊本藩町政史料』

『熊本藩町政史料』

『熊本藩町政史料』

『熊本藩町政史料』

『熊本藩町政史料』

『熊本藩町政史料』

『熊本藩町政史料』

『熊本藩町政史料』

『川尻町史』

『川尻町史』

『熊本藩町政史料』

『川尻町史』

『川尻町史』

福西大輔・坂田美智子「池田町長迫の雨乞い太

鼓と日覆い」『熊本博物館館報』

‐ に、法量は面径 ㎝、胴回り

㎝、胴長 ㎝とある。本稿で触れた川尻の太鼓

はこれよりも大きい。

『熊本藩町政史料』

『熊本藩町政史料』

『新熊本市史 史料編 第四巻 近世Ⅱ』

『新熊本市史 史料編 第四巻 近世Ⅱ』

『熊本藩町政史料』

『熊本藩町政史料』

『川尻町史』

『熊本藩町政史料』

『熊本藩町政史料』

『熊本藩町政史料』

『熊本藩町政史料』

『川尻町史』

『熊本藩町政史料』

花岡興輝編輯・校訂『嶋屋日記』菊池市史編纂

委員会

『嶋屋日記』 ほか

松尾正一「「盆後踊」と「殿様祭」藩と町民、

にぎわい創出」『肥後にわか～笑いの来た道～』

熊本日日新聞社 ‐

『新熊本市史 史料編 第四巻 近世Ⅱ』

熊本市の和傘製造業について

‐当館収蔵資料から‐

湯川 洋史

はじめに

本稿では熊本市の和傘製造について述べ

る。殖産を目的にはじまった博覧会・共進会

は、明治・大正・昭和を通して日本各地でお

こなわれた。そこでは全国から出品があり、

産品の改良とブランド化がおこなわれた。

中には現在もその土地を代表する特産品と

して残っているものもある。一方、博覧会・

共進会へ出品し、一時期は土地の名を冠し

た名物のように扱われていた品々であって

も、今ではまったく姿を消したものもある。

おそらく消えていったものの方が多いので

はないだろうか。こうした消えていったも

のは、なぜ現在まで存続することが出来な

かったのだろうか。

本稿で扱う熊本市の和傘も、肥後傘や熊

本傘と銘打ち特産品化を目指したが、現在

では姿を消したもののひとつである。本稿

では当館に収蔵されている熊本市和傘関係

資料を中心に、そのブランド化の動きと熊

本市の和傘の基礎的事項について確認する。

その上で、上記問題意識から熊本和傘を特

産品として今日まで継続させなかった要因

についても考えてみたい。

なお、本稿でいう熊本市は川尻町合併以前

昭和 年（ ）までの熊本市を指している。

２ 熊本市の和傘について

（１）沿革

熊本市の和傘製造の沿革について、現在

確認できたものは 点ある。それは『日本

和傘宝鑑訂補』 （以下、「宝鑑」）、『大正十

一年調査 熊本市産業調査資料（和傘ノ部）』

（以下、「大正 年調査」）、『昭和十二年五

月 管内の林産物に関係ある特殊産業の調

査研究 第五輯 和傘製造』（以下、「昭和

年調査」）である。

それぞれ記述する沿革は似通っているが、

細部では異なるところもある。ここでは時

代的にもっとも新しい「昭和 年調査」の

沿革を引用し、その後各沿革との相違につ

いて述べる。

斯業の起源に就き、伝ふる所に依れば、当

地に初めて和傘技術の伝来せるは遠く元禄

時代のことにして、爾来次第に発展して明

治初年には四十数ヶ所の小工場を数ふるに

到り、相当の活況を呈したり。同十二年頃よ

り洋傘の進出するに及び、和傘は一時其の

影を潜め、業者は全く経営困難の状態に陥

り、次第に衰微の傾向を想はしめたるも、数

年後再び実用的の和傘は市場に再現し、明

治三十五年には大阪内国勧業博覧会に於て、

当地出品者中入選の栄を得る者十数店舗に

及ぶの好成績を示し、之れに力を得て、忽ち

にして和傘同業組合の結成を見、製品の工

夫改良、販路の拡張、宣伝等大いに努めたる

結果、肥後傘の声価は頓に昂り面目一新の

観あり

この沿革からは熊本市の和傘製造の起源

を近世期に求めていること、明治初年には

以上の小工場が出来て盛況だったが、洋

傘の進出で一時衰微し、明治 年（ ）

の大阪内国勧業博覧会出品を機にもう一度

盛り上がっていったことが分かる。また、

「肥後傘の声価」とあることから、肥後傘と

120




